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１  開 催 日 時 及 び 場 所  

日 時 ： 令 和 ５ 年 ７ 月 ２ １ 日 （ 金 ）  

１ ５ 時 ０ ０ 分 か ら １ ６ 時 ０ ０ 分 ま で  

 場 所 ： 流 山 市 役 所  第 ２ 庁 舎  ３ 階  ３ ０ ４ 会 議 室   

 

２  出 席 し た 委 員 及 び 職 員  

（ １ ） 審 査 会 委 員  定 数  ５ 名  出 席 者  ４ 名  

横 内  憲 久  委 員  

日 髙  正 人  委 員  

夏 目  幸 子  委 員  

岩 岡  竜 夫  委 員  

 

（ ２ ） 職 員  

   ま ち づ く り 推 進 部 長  梶  隆 之  

建 築 住 宅 課 長  柿 原  誠  

建 築 住 宅 課 企 画 ・ 住 宅 室 長  伊 藤  努  

建 築 住 宅 課 審 査 係 長  松 永  嘉 子  

建 築 住 宅 課 職 員  佐 藤  健 太  

建 築 住 宅 課 職 員  村 田  彩  

建 築 住 宅 課 職 員  小 山 田  瑞 希  

 

３  議 事  

（ １ ） 建 築 審 査 会 長 の 選 考 に つ い て （ 互 選 ）  

 

（ ２ ） 審 議 議 案 に つ い て   同 意 案 件 １ 件  

  第 １ 号  建 築 基 準 法 第 ５ ５ 条 第 ４ 項 第 二 号（ 第 一 種 低 層 住 居 専

用 地 域 等 内 に お け る 建 築 物 の 高 さ の 限 度 ）の 規 定 に よ

る 許 可 に つ い て （ 同 意 ）  

 

４  傍 聴 者  

第 １ 号 議 案  ０ 名  
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５  議 事 の 概 要  

（ １ ） 開 会  事 務 局  

委 員 ４ 名 出 席 に よ り 、委 員 の 過 半 が 出 席 し て い る こ と か ら 、

会 議 が 成 立 し て い る 事 及 び 公 開 審 査 で あ る 事 を 報 告 。  

 

（ ２ ） 議 事  

  ア  建 築 審 査 会 長 の 選 考 に つ い て （ 互 選 ）  

   ・ 会 長 が 選 任 さ れ る ま で の 仮 議 長 は 、 梶 ま ち づ く り 推 進 部

長 と し た 。  

   ・ 出 席 の 委 員 の 互 選 に よ り 、 横 内 憲 久 委 員 を 会 長 に 選 出 し

た 。  

   ・ 出 席 の 委 員 の 互 選 に よ り 、 日 髙 正 人 委 員 を 会 長 職 務 代 理

者 に 選 出 し た 。  

 

イ  審 議 議 案 に つ い て  同 意 案 件  １ 件  

議 事 に 先 立 ち 、議 事 録 署 名 人 と し て 横 内 会 長 に よ り 、夏

目 委 員 が 指 名 さ れ た 。  

 

（ ア ） 第 １ 号 議 案 説 明  

事 務 局  

      建築基準法第５５条第４項第二号（第一種低層住居専用地

域 等 内 に お け る 建 築 物 の 高 さ の 限 度 ） の 規 定 に よ る 許

可 に つ い て 説 明 。  

 

（ イ ） 質 疑 応 答  

     横 内 会 長  

      入 学 し て く る 生 徒 は 車 椅 子 を 利 用 し て い る 生 徒 か 。  

 

     事 務 局  

      令 和 ６ 年 と 令 和 ９ 年 に 入 学 し て く る 生 徒 は い ず れ も

自 分 で 歩 く こ と が で き る と 伺 っ て い る 。  
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     横 内 会 長  

      で は 、 階 段 の 負 担 を 少 な く す る た め の 計 画 と い う こ

と か 。  

 

     事 務 局  

      そ の と お り で あ る 。  

 

     岩 岡 委 員  

      自 転 車 置 場 は 別 申 請 か 。  

 

     事 務 局  

      同 時 申 請 で あ る 。 自 転 車 置 場 は 高 さ が ２ ． ２ １ ０ ｍ

で あ り 、 法 ５ ５ 条 の 規 定 に は 関 係 が な い 。  

 

     岩 岡 委 員  

      今 回 の 計 画 は 、 障 害 の あ る 生 徒 が 入 学 し て く る た め

設 置 す る の か 。 そ れ と も ど の よ う な 生 徒 が 入 学 し て く

る の か わ か ら な く て も 設 置 す る 計 画 は あ っ た の か 。 ま

た 、 エ レ ベ ー タ ー は 障 害 の な い 学 生 も 使 用 す る の か 。  

 

     事 務 局  

      今 回 の 計 画 は 、 障 害 の あ る 生 徒 が 入 学 し て く る た め

設 置 す る も の で あ る 。エ レ ベ ー タ ー の 使 用 に つ い て は 、

障 害 の あ る 生 徒 が 使 用 す る こ と を 想 定 し て い る 。  

 

     日 髙 委 員  

      流 山 市 の 考 え 方 と し て 、 全 て の 小 中 学 校 に エ レ ベ ー

タ ー を 設 置 し よ う と し て い る が 、 一 度 に 全 て の 学 校 に

エ レ ベ ー タ ー を 設 置 で き な い た め 、 必 要 が 生 じ た 都 度

設 置 す る と い う こ と か 。  
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     横 内 会 長  

      こ れ か ら バ リ ア フ リ ー を 考 え れ ば 、 ど の 学 校 で も 必

要 と な っ て く る が 、 市 の 教 育 現 場 と し て 設 置 を 進 め て

い く と い う 考 え で 良 い か 。  

 

     事 務 局  

      原 則 と し て 、 小 学 校 に は 階 段 昇 降 機 を 、 中 学 校 に は

エ レ ベ ー タ ー を 設 置 す る よ う 進 め て い る 。 た だ し 、 全

て の 中 学 校 に 対 し て エ レ ベ ー タ ー を 設 置 す る と い う 計

画 が 現 在 あ る の で は な く 、 車 椅 子 使 用 等 の 生 徒 が 入 学

す る 予 定 が あ る 学 校 に 優 先 的 に エ レ ベ ー タ ー を 設 置 し

て い る 。 こ の よ う な 予 定 が な い 学 校 に つ い て は 、 今 す

ぐ に エ レ ベ ー タ ー を 設 置 す る 計 画 は な い 。  

 

     岩 岡 委 員  

      新 設 の 学 校 に 対 し て 、 設 置 す る 義 務 は な い か 。  

 

     事 務 局  

      義 務 は な い が 、 新 設 の 学 校 に は 標 準 仕 様 と し て 、 エ

レ ベ ー タ ー を 設 置 す る こ と と し て い る 。  

 

     岩 岡 委 員  

      エ レ ベ ー タ ー の 設 置 場 所 に つ い て 、 壁 を 一 部 撤 去 す

る こ と と な る が 、 そ れ は 問 題 な い か 。  

 

     事 務 局  

      エ レ ベ ー タ ー 増 築 に あ た っ て 、 構 造 的 な 審 査 も し て

い る た め 、 そ の 点 は 問 題 な い 。  

 

     横 内 会 長  

      渡 り 廊 下 を 通 る と き は 雨 に 濡 れ な い か 。  
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     事 務 局  

      渡 り 廊 下 に つ い て は 、 雨 ざ ら し に は な っ て い な い 。  

 

     岩 岡 委 員  

      自 転 車 置 場 は 生 徒 が 利 用 す る も の か 。  

 

     事 務 局  

      生 徒 が 利 用 す る も の で あ る 。  

 

     岩 岡 委 員  

      自 転 車 を 利 用 す る 生 徒 は 昇 降 口 ま で ど の よ う に い く

こ と に な る の か 。  

 

     事 務 局  

      校 舎・武 道 場 と プ ー ル の 間 を 通 っ て い く こ と に な る 。 

 

     岩 岡 委 員  

      自 転 車 置 場 に つ い て は 、 建 物 に 囲 わ れ て い る た め 、

周 辺 環 境 に 影 響 は な い と い う 判 断 か 。  

 

     事 務 局  

      そ の 通 り で あ る 。  

 

     夏 目 委 員  

      該 当 す る 生 徒 の 教 室 は エ レ ベ ー タ ー が 設 置 さ れ る 棟

に 配 置 す る と い う こ と で 良 い か 。  

 

     事 務 局  

      普 段 使 う 普 通 教 室 は 北 側 の ２ 階 に 配 置 さ れ る 。 ２ 階

は 渡 り 廊 下 で 南 側 の 棟 と 繋 が っ て い る た め 、 エ レ ベ ー

タ ー を 使 用 し て 北 側 の 棟 に 行 く こ と が 可 能 で あ る 。  
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     夏 目 委 員  

      南 側 の 棟 に も 普 通 教 室 は あ る の か 。  

 

     事 務 局  

      南 側 の 棟 に は 特 別 教 室 し か 配 置 さ れ て い な い 。  

 

     岩 岡 委 員  

      渡 り 廊 下 の ２ 階 は 吹 き さ ら し で は な い か 。  

 

     事 務 局  

      吹 き さ ら し で は な い 。  

 

     岩 岡 委 員  

      バ リ ア フ リ ー に つ い て 、 ト イ レ な ど は 問 題 な い か 。  

 

     事 務 局  

      バ リ ア フ リ ー ト イ レ は １ 階 に 設 置 さ れ て い る 。  

 

     日 髙 委 員  

      生 徒 の 動 線 の 利 便 性 を 考 え れ ば 、 北 側 の 棟 に あ っ た

ほ う が 良 い と 思 う が 、 南 側 の 棟 に 配 置 し た の は 、 圧 迫

感 等 も 配 慮 し て の こ と か 。  

 

     事 務 局  

      北 側 の 棟 は 昇 降 口 や 教 室 の 配 置 の 都 合 上 、 エ レ ベ ー

タ ー を 設 置 す る 場 所 が な い と い う こ と で 、 南 側 の 棟 を

検 討 し た 。  

 

     横 内 会 長  

      管 理 ・ 普 通 教 室 棟 と 普 通 教 室 棟 の 間 は 設 置 で き な い

の か 。  
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     事 務 局  

      エ キ ス パ ン シ ョ ン ジ ョ イ ン ト で 接 続 し て い る 部 分 に

な る た め 、 エ レ ベ ー タ ー の 設 置 は で き な い 。 南 側 の 棟

に エ レ ベ ー タ ー を 設 置 す れ ば 、 南 側 の １ 階 か ら ３ 階 ま

で 全 て に 特 別 教 室 が 配 置 さ れ て い る た め 、 各 特 別 教 室

へ の 移 動 が 可 能 で あ る 。 該 当 す る 生 徒 が 使 用 す る 普 通

教 室 は 北 側 の 棟 の ２ 階 に あ る た め 、 登 下 校 時 の 動 線 は

長 く な る が 、 日 中 は 渡 り 廊 下 を 介 し て 各 特 別 教 室 へ 移

動 し や す い 配 置 で あ る 。  

 

     横 内 会 長  

      第 1 号 議 案 「 建 築 基 準 法 第 ５ ５ 条 第 ４ 項 第 二 号 （ 第

一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 等 内 に お け る 建 築 物 の 高 さ の 限

度 ） の 規 定 に よ る 許 可 に つ い て 」 同 意 す る こ と と し て

よ ろ し い か 。  

      

＜ 異 議 な し の 声 ＞  

     

横 内 会 長  

      異 議 な し に よ り 、 同 意 す る こ と と す る 。  

    

（ ウ ） そ の 他  

      令 和 ５ 年 度 第 ３ 回 建 築 審 査 会 の 開 催 予 定 案 に つ い て 、

令 和 ５ 年 ９ 月 １ ５ 日 （ 金 ） 午 後 ３ 時 か ら 予 定 し て い る

こ と を 報 告 。  

 

 （ ３ ） 閉 会  

 


